
・ 近畿大学病院等は、令和7年11月に泉ヶ丘駅前地域に
移転することが決定されており、移転敷地の開発整備
は計画的かつ着実に進める方針です。

●平成31年3月 狭山ﾆｭｰﾀｳﾝ地区活性化指針策定

●令和4年2月 狭山ﾆｭｰﾀｳﾝ地区再生推進計画策定

●令和4年4月 狭山ﾆｭｰﾀｳﾝ地区土地需要調査開始

●令和4年8月 （仮称）土地利用検討会設立

●令和4年9月 本調査開始

●令和5年8月 土地利用計画策定

●令和7年11月 近畿大学病院移転

●令和7年12月 現近畿大学病院施設撤去工事開始

＜課題１＞広大な敷地を計画的・段階的に開発整備する
手法の検討

・約１１haの緑地を含め、多くの既存建築物がある約２６
haの敷地を一括して取得し、開発事業を行う事業者の確
保は困難。

・官民が連携して全体の土地利用計画を策定した上で、計
画的、段階的に開発整備を進める手法の検討が必要

＜課題２＞狭山ﾆｭｰﾀｳﾝ地区の再生に資する良好な開発事
業を実現する体制づくり

・対象地の開発整備は、狭山ﾆｭｰﾀｳﾝ地区の再生に向けた課
題解決につながる開発事業となるよう、市と近畿大学を
はじめ民間ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ等を交えた官民が十分に連携し、適
切な役割分担を検討する体制（仮称・土地利用検討会）
を構築するなど、企画検討段階からの官民連携プロセス
の構築が必要

近畿大学病院等跡地活用官民連携方策検討調査

令和４年度先導的官民連携支援事業（事業手法検討支援型）

事業・施設の概要 事業・施設の課題

検討経緯／事業化スケジュール

・ 対象地は、昭和40年代に開発された「狭山ニュータウン」（面積：約
230ha、人口約15千人）に隣接して、昭和49年に開設された近畿大学
医学部と昭和50年に開設された近畿大学病院の敷地（面積約26ha）と
隣接する近隣公園及び未整備の都市計画道路です。

・ 同病院（９1９床）は、南河内二次医療圏の3次救急病院及び災害拠点病
院として基幹的な医療機能を担っているが、施設の老朽化への対応等の
ために、令和7年11月に堺市へ移転。現在地には、現病院の一部病床を
引き継ぐ後継病院を近畿大学が誘致することとしています。

・ 対象地では、都市計画道路と約11haの緑地の整備・活用や、市の公共
施設再編に伴う施設の導入可能性及び土地利用規制（第一種中高層住居
専用地区）の緩和などにより、交通利便性の向上や土地活用の有効性を
向上させ、商業施設や官民複合施設を誘致するなど、良好な居住環境を
有する狭山ﾆｭｰﾀｳﾝ地区の再生にも寄与する、官民が連携した開発の実現
を目指しています。

位置図

対象地

対象地詳細

近隣公園

（約2.4ha）狭山ニュータウン

近畿大学病院等敷地

（約２６ha）
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・ 官民が連携して良好な開発事業を実現する観点から、一定の土地
利用規制の緩和やインフラ整備により、相乗効果を高める公共・
民間施設等の導入を図り、その開発利益を公園・緑地の管理・活
用等に還元する、対象地を一体的に捉えた体制や手法を開発する
こととしており、公共施設の効率的整備やニュータウン再生を牽
引する上で、大変有効な施策

必要経費（補助金要望額）

調査委託費
２３，０３０千円

（うち、補助金１９，０３０千円）

調査内容

先導性・汎用性
・ 近畿大学病院等は令和7年11月に移転することが決定され、その

跡地活用は近畿大学や市、市民にとって重要な課題。

・ 市と近畿大学は包括連携協定を結び、対象地活用についても相互
に協力することとしており、実現可能性は高い。

実現可能性

令和４年度先導的官民連携支援事業（事業手法検討支援型）

有効性

・ 対象地が、狭山ﾆｭｰﾀｳﾝ地区再生に必要な課題解決に資する開発
事業となるよう、市と近畿大学が連携して、緑地の活用や都市
計画道路等の整備、公共施設再編による公共施設導入の可能性
などを官民の連携事業として、一体的に検討する取り組みは他
に事例がなく、先導性を有する。

・ また、市と大学が中心となって、民間企業の参画を得て開発計
画を策定する体制づくり（「仮称・土地利用検討会」）は、今
後、他の事例に幅広く活用が可能

・ さらに、実施段階において、狭山ﾆｭｰﾀｳﾝ地区の再生推進を担う
住民組織とも連携した体制づくりが可能であり、全国的な
ニュータウン再生を先導する事例となる。

＜調査内容＞

・近大病院移転跡地
等への土地利用需
要を市場関係者へ
のﾋｱﾘﾝｸﾞ等で把握

左記検討結果を踏まえ、
R5年度上半期に近畿大学が

土地取得企業等を選定

上記を踏まえ、大阪狭山市、
近畿大学、土地取得企業が土
地利用方針の協定を締結

（R5年度中）

土地利用需要調査
（市単独調査）

4月
８月

（
仮
称
）
土
地
利
用
検
討
会
設
立

＜具体的土地利用計画・事業手法の検討＞
・都市計画道路等インフラ整備手法検討
・土地利用規制緩和方策検討
・立地予定施設の配置検討

開発・運営
マネジメン
トスキーム
検討

＜緑地活用方策の検討＞
→保全、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活用のFS等

全
体
取
り
ま
と
め

３月１２月

近畿大学病院等跡地活用官民連携方策検討調査
（先導的官民連携支援事業）

大阪狭山市公共施設再編検討（R3～R4：市単独調査）

施設導入可能性検討

参加企業からの土地利用提案等

事業化手続き開始

（参考）令和5年度以降の予定

＜構成員＞
・学識経験者
・近畿大学
・大阪狭山市
・民間事業者等

近大病院等
跡地整備の
事業効果算
出


